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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第２１６号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和３年４月５日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例第

１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「１．Ｒ３（○○○○土地改良区）の定期検査に関し指

導した関係書類全部 ２．県が同改良区に検査に行った出張命令及び車使用届け全部 

法人検査課、農林水産部○○」の公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行っ

た。 

 

２ 実施機関の決定 

令和３年４月１９日、実施機関は、本件請求に係る公文書のうち、「１．Ｒ３（○

○○○土地改良区）の定期検査に関し指導した関係書類全部」については「令和３年

４月２日付け法人第４号 土地改良法に基づく検査の結果について（通知）」（以下

「公文書①」という。）と特定し、公文書公開決定処分を行った。「２．県が同改良

区に検査に行った出張命令及び車使用届け全部」（以下「公文書②」という。）につ

いては「当該公文書を作成し、又は取得しておらず、文書が不存在であるため」とす

る公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に

通知した。 

 

３ 審査請求 

令和３年４月２２日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和４年１１月２８日、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・

個人情報保護審査会）に対して、本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）

を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

県の枉法行為を確認したため。 

 

２ 審査請求の理由 

    本来あるべき書類を改ざんしている。Ｒ３年２月３日から県は○○○○土地改良区

に検査に入って、２月１９日まで検査したと担当課及び○○○○土地改良区○○○及
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び○○○と直接聞いた中で、県（担当者、○○）と確認した中で、情報公開請求した

ものである。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

   実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。 

○○総合県民局農林水産部○○は、審査請求人が本件請求で公開請求した文書を、

令和３年２月１５日から２月２４日に法人検査課が実施した土地改良区検査の出張命

令及び車両使用簿であると特定したが、当該の文書は保有しておらず、本件処分を行

った。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和４年１１月２８日 諮問 

令和７年 ６月２４日 
第２部会（第２４回） 

審議 

同  年 ７月２８日 
第２部会（第２５回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件事案の対象公文書について 

本件請求に係る公文書のうち、「２．県が同改良区に検査に行った出張命令及び車使

用届け全部」（公文書②）について、実施機関は保有していないとして本件処分を行

っている。 

これに対して、審査請求人は、「あるべき書類」が存在する旨主張しているため、以

下、本件公文書の保有の有無について検討する。 

 

 ２ 本件公文書の保有の有無について       

実施機関の弁明によると、本件公文書は法人検査課が実施した土地改良区検査の出

張命令及び車両使用簿であると特定したが、当該の文書は保有していないとのことで

ある。 

徳島県では、知事の権限に属する事務の委任に関し、徳島県事務委任規則（昭和４

２年徳島県規則第１６号）を定めており、組合員が１５０人未満かつ土地改良法第５

条第１項に規定する一定の地域の面積が１００ヘクタール未満の土地改良区に係る定

期的な検査に関する事務の処理については、知事から徳島県東部農林水産局長と総合
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県民局の長に委任されている。 

しかし、○○○○土地改良区はこの規定には該当せず、○○総合県民局長は同土地

改良区に係る検査の権限を有していないため、○○総合県民局農林水産部○○では当

該検査に係る事務を行っていない。 

検査に係る事務を行っていないのであれば、検査に行った出張命令及び車両使用簿

を保有していないことは明らかである。 

以上により、実施機関の説明に不合理な点はなく、実施機関が行った本件処分は妥

当であると認められる。 

 

３ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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